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　本組合が一般社団法人埼玉県歯科医師会に業務委託をして、歯科健康診査を実施しています。
　つきましては、下記事項をご留意のうえ、歯科健康診査を受けていただきますようお願いします。

組合員（任意継続組合員は除く。）とします。

対象者

健診費用

１年度内1回を限度に、本組合が全額負担します。

健診項目

歯の状況、歯周組織の状況、口腔清掃状態の健診などを行います。

受診できる医療機関

　歯科医師会に加入している県内の歯科医療機関で受診できます。
　なお、歯科医師会に加入している歯科医療機関については、歯科医師会のホームページまたは本組合の
ホームページで確認してください。

実施期間

通年で受診できます。

申込み方法等

（1）  受診希望者は、歯科医療機関に直接電話等で予約を取ります。 
なお、予約の際、「埼玉県市町村職員共済組合の歯科健康診査」である旨を必ず歯科医療機関に伝え
てください。

（２）  予約後、「歯科健康診査申込書」を各所属所の共済事務担当課で受け取るか、本組合のホームページか
らダウンロードして必要事項を記入のうえ、健診日の30日前までに共済事務担当課に提出してください。

（３）  申込書提出後本組合から、「埼玉県市町村職員共済組合歯科健康診査票」を発行しますので、次ページの
記入例を参照のうえ必要事項を記入し、健診当日に歯科医療機関の窓口に提出して受診してください。

（４）  健診結果については、健診を行った歯科医療機関において、健診当日に通知します。

その他

（１）  健診の結果、歯石の除去、虫歯の治療等が必要な場合は、保険診療（自己負担）となります。
（２）  不明な点は、福祉課までお問い合わせください。

むし歯などは自分では
気づきにくい病気です。
この機会に健診を受け
ましょう。

歯科健康診査歯科健康診査をを受けま受けまししょょうう！！
歯科健康診査の申込み方法歯科健康診査の申込み方法ににつついいてて
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　「埼玉県市町村職員共済組合歯科健康診査票」がお手元に届きましたら必要事項をご記入のうえ、健診当日に歯科医療
機関へご提出ください。
　なお、歯科健康診査票は複写になっておりますので、ボールペンで強くお書きいただき、４枚複写のまま提出してください。
　●太枠内「健診日」・「組合員氏名」・「住所」・「受診者氏名」・「性別」・「年齢」・「TEL」をご記入ください。
　●問診のQ1～Q20にお答えいただき、該当項目にご記入ください。

●●「埼玉県市町村職員共済組合歯科健康診査票」の記入方法について

お問い合わせ先　福祉課　☎048-822-3305
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